
　男女平等推進センターでは男性の家事・育児参加促進のため、都の補助金を活用しさまざまな事業を行っています。

l学務課保健給食係☎０４２・４７０・７７７９

今年も広報ひがしくるめをご愛読いただきありがとうございました。次号は ７ 年 １ 月１０日に発行します。詳細は ２ 面をご覧ください

男女平等推進
センター主催講座 ～お父さん～お父さんのの家事・育児参加促進家事・育児参加促進へへ～～

令和 ７年 １月から

市立小・中学校市立小・中学校のの学校給食費学校給食費をを無償化無償化しますします

木山裕策さん講演会・ミニコンサート
　 ４人のお子さんの父親でもある歌手・木山裕策氏による、夫婦の家事・育児分担（家事シェア）についての講演
や歌をとおしての家族の絆などについてのミニコンサートを開催します。ぜひ、ご夫婦・パートナー・お子さん
と一緒にご参加ください。
a ７ 年 ２ 月 ９ 日㈰午後 ２時～ ３時半　　b生涯学習センターホール
e子育て中の方、これから子育てをする方、関心のある方
f先着４００人（要予約）　　g無料　
j ２ 歳児から未就学児の保育あり（定員１０人。要予約）
k１２月１７日㈫午前 ９時～ ７年 １月２１日㈫午後 ５時に申し込みフォームで
※手話通訳など配慮が必要な方は、申し込みフォームにご入力ください。
l「男性の家事・育児参加促進講演会」事務局m（event@j-report.jp）、
☎０３・６２７７・７９６８（平日午前１０時～午後 ５時）

申し込みフォーム

地場産野菜の収穫と料理教室
　市内の畑で野菜を収穫後、地場産野菜を使った料理を作ります。前回は、
１１月 ３ 日に開催され、参加者の皆さんから好評をいただきました。当日の様
子は市nをご覧ください。
a ７ 年 １ 月２５日㈯午前 ９時半～午後 １時
b西部地域センター調理実習室ほか　　e父親と小学生　
f先着１０組　※より多くの方に参加いただくため、前回の参加者の申し込み
はご遠慮ください。　　d石原洋子氏（料理研究家）
g無料　　hエプロン、三角巾、筆記用具
j▼汚れてもよい服装で▼ ２歳児から未就学児の保育あり（定員 ５人。要予約）
k１２月１７日㈫午前 ９時～ ７年 １月 ７日㈫午後 ５時に申し込みフォームで
l「地場産野菜の収穫と料理教室」事務局m（event@j-report.jp） 市n 申し込みフォーム

　東京都の補助制度が拡充したことを受け、 ３学期から学校給食費の無償化を実施します。これにより、保護者の皆さんからは給食費を納付い
ただく必要がなくなります。また、食物アレルギーその他の疾患を有することや宗教上配慮が必要であることなどの理由により、 ３学期にやむ
を得ず弁当などを持参する児童・生徒の保護者の方に給食費相当額を補助する制度を創設します。

■対象者
　・市立小学校に在籍する児童の保護者
　・�市立中学校に在籍し、中学校給食の申し込み
を行っている生徒の保護者

■補助制度について
　対象者や申請方法などの詳細は、
市nをご覧ください。

■開始時期
　 ７年 １月（ ６年度 ３学期）より実施

市n

今号の主な内容
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・６年度上半期（４月～９月）の市の財政状況をお知らせします… ２ 面

・ひとり親世帯等子育て生活支援給付金…………… ３面

・年末年始のごみ・資源物の収集…………………… ３面

・市役所の窓口・施設の年末年始業務日程…………１２面
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６年度上半期（４月～９月）の市の財政状況をお知らせします６年度上半期（４月～９月）の市の財政状況をお知らせします l財政課☎０４２・４７０・７７０６

一般会計歳入・歳出予算執行の状況

歳入
６年９月末 ５年９月末

予算現額 収入済額 収入率 収入済額 収入率
市 税 173億8,867万9千円 82億5,535万6千円 47.48% 85億9,164万3千円 48.89%
地方消費税
交 付 金 26億6,200万円 15億1,884万4千円 57.06% 14億7,154万3千円 54.22%

地方交付税 43億7万円 31億7,789万4千円 73.90% 31億1,818万7千円 72.41%
国庫支出金 109億524万4千円 43億1,397万1千円 39.56% 39億5,883万7千円 38.36%
都 支 出 金 75億5,134万5千円 17億990万4千円 22.64% 14億8,654万円 19.30%
繰 入 金 19億5,313万1千円 744万9千円 0% 0円 0%
繰 越 金 26億4,366万3千円 26億4,366万3千円 100% 11億2,782万2千円 100%
市 債 16億7,460万6千円 0円 0% 0円 0%
そ の 他 32億8,596万2千円 15億8,986万6千円 48.38% 10億9,997万1千円 43.96%
歳 入 合 計 523億6,470万円 232億1,694万7千円 44.34% 208億5,454万2千円 41.51%

市有財産の状況
　市有財産は、市が所有する不動産や動産などです。

区分 ６年９月末 ５年９月末
土地（公園や施設の敷地など） 59万5,606.87㎡ 59万4,166.65㎡
建物（学校や図書館など） 19万5,860.09㎡ 19万5,860.09㎡
工作物（防火貯水槽など） 1,703箇所 1,699箇所
物権（地上権） 4,530.60㎡ 5,547.53㎡
出資による権利（出資金や出えん金） 2,248万3千円 2,248万3千円
物品（自動車や地域防災無線など） 179点 178点
債権（施設借上敷金など） 1,735万円 1,712万4千円
※�財産の取得及び処分によるもののほか、固定資産台帳の整備等により、現在高に変動が生じている項目が
あります。

基金の状況
　基金は、家計の「貯金」に当たるものです。多額の資金が必要になる場合に備え、財政事情を考慮しなが
ら目的ごとに積み立てています。

区分 ６年９月末 ５年９月末
一 般 会 計 93億935万8千円 101億982万1千円

内  訳

財 政 調 整 基 金 36億2,137万2千円 64億2,746万2千円
減 債 基 金 32万2千円 32万2千円
その他特定目的基金 56億6,466万4千円 36億5,103万7千円
定 額 運 用 基 金 2,300万円 3,100万円

特 別 会 計 12億6,243万7千円 13億7,398万3千円
合     計 105億7,179万5千円 114億8,380万5千円

市債の状況
　市債は、道路、公園、小中学校、下水道などの公共施設の整備のために、国や都などから借り入れて調達
した資金です。
　※償還利子は金利に変更がない場合の予定額です。

区分 ６年９月末 ５年９月末

償 還 元 金
一 般 会 計 216億8,124万8千円 233億4,868万8千円
下水道事業会計 49億3,048万8千円 48億1,414万7千円
合 計 266億1,173万6千円 281億6,283万5千円

償 還 利 子
一 般 会 計 3億568万3千円 3億2,379万円
下水道事業会計 5億5,222万円 5億1,964万7千円
合 計 8億5,790万3千円 8億4,343万7千円

市民１人当たりの状況（人口１人当たり）
区分 ６年９月末 ５年９月末

歳 入 （収 入 済 額） 20万円 17万9千円
うち市税収入済額 7万1千円 7万4千円

歳 出 （支 出 済 額） 16万8千円 16万5千円
市 債 償 還 元 金 22万9千円 24万1千円

※6年9月30日現在の人口：11万6,353人、５年9月30日現在の人口：11万6,635人

特別会計歳入・歳出予算執行の状況

区分

６年９月末 ５年９月末

予算現額
執行額

（上段：収入済額）
（下段：支出済額）

執行率
執行額

（上段：収入済額）
（下段：支出済額）

執行率

国民健康保険
特 別 会 計 119億5,839万1千円

41億6,464万円 34.83% 44億8,130万1千円 36.92%
41億2,952万2千円 34.53% 44億891万円 36.32%

後期高齢者
医療特別会計 39億1,408万7千円

14億9,763万4千円 38.26% 14億2,462万3千円 37.80%
12億7,882万3千円 32.67% 12億4,699万2千円 33.09%

介 護 保 険
特 別 会 計 112億4,019万2千円

45億9,541万7千円 40.88% 45億5,332万4千円 41.42%
46億7,025万1千円 41.55% 44億2,572万5千円 40.26%

下水道事業会計収入・支出予算執行の状況

区分

６年９月末 ５年９月末
予定額

（上段：収入額）
（下段：支出額）

執行額
（上段：収入済額）
（下段：支出済額）

執行率
執行額

（上段：収入済額）
（下段：支出済額）

執行率

収益的収支
23億2,482万8千円 6億4,184万5千円 27.61% 6億3,821万3千円 27.28%
22億9,059万3千円 3億1,372万3千円 13.70% 3億4,178万7千円 14.95%

資本的収支
12億2,091万9千円 0円 0% 0円 0%
21億6,564万8千円 7億4,718万6千円 34.50% 5億3,649万2千円 22.92%

歳出
６年９月末 ５年９月末

予算現額 支出済額 執行率 支出済額 執行率
総 務 費 64億4,680万9千円 18億2,516万7千円 28.31% 17億6,336万1千円 28.18%
民 生 費 281億4,143万8千円 114億1,972万3千円 40.58% 106億3,456万1千円 40.67%
衛 生 費 38億6,202万1千円 14億3,569万7千円 37.17% 16億4,575万2千円 39.93%
土 木 費 41億2,411万2千円 9億1,487万1千円 22.18% 14億3,558万2千円 28.83%
教 育 費 54億897万4千円 17億9,620万円 33.21% 16億1,852万5千円 38.14%
公 債 費 23億1,505万6千円 11億8,348万6千円 51.12% 10億3,766万7千円 47.87%
そ の 他 20億6,629万円 9億1,444万9千円 44.26% 10億7,785万2千円 46.55%
歳 出 合 計 523億6,470万円 194億8,959万3千円 37.22% 192億1,329万8千円 38.25%

職員人件費の状況

区分
６年９月末 ５年９月末

予算現額 支出済額 執行率 支出済額 執行率
一 般 会 計 49億3,363万5千円 23億2,467万4千円 47.12% 22億4,645万円 45.98%
国民健康保険
特 別 会 計 1億3,453万3千円 6,188万5千円 46.00% 5,977万1千円 44.97%

後期高齢者
医療特別会計 5,403万4千円 2,103万3千円 38.93% 2,284万4千円 37.69%

介 護 保 険
特 別 会 計 2億482万3千円 1億76万3千円 49.20% 9,180万8千円 45.35%

下水道事業
会 計 6,382万3千円 2,162万3千円 33.88% 2,346万3千円 34.58%

※職員数：市長、副市長、教育長、正規職員597人、再任用短時間勤務職員10人。

　地方自治法および東久留米市財政状況の公表に関する条例に基づき、市民
の皆さんに市の財政状況をお知らせするため、年 ２回、予算の執行状況並び
に市民負担の概況、財産、地方債の現在高などの財政状況を公表しています。
今回は、 ６年度上半期（ ４月～ ９月）の予算の執行状況、財産の状況などにつ
いてお知らせします。
　令和 ６年第 １回市議会定例会において一般会計予算、特別会計予算が成立
しました。その後、一般会計の補正 ７回、国民健康保険特別会計、介護保険
特別会計の補正をそれぞれ ２回、後期高齢者医療特別会計の補正を １回行い

ました。
　一般会計の ９月末現在の歳入執行額は、繰越金の増加などにより、昨年度
同時期比で２３億６，２４０万 ５ 千円増加しています。また、歳出執行額については、
定額減税補足給付金や電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援交付金、物価
高騰等対応学校給食食材費補助金の増加などにより、昨年度同時期比で
２億７,６２９万 ５ 千円増加しています。
　※表中の金額は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計などが一致
しない場合があります。

会社員のための確定申告休日無料相談会会社員のための確定申告休日無料相談会広報ひがしくるめ 1月号の発行日について広報ひがしくるめ 1月号の発行日について
l東京税理士会東村山支部☎０４２・３９４・７０３８l秘書広報課☎０４２・４７０・７７０８

　今年度の「広報ひがしくるめ １月号の発行日」は、 ７ 年 １ 月１０日㈮となります。
　市民の皆さんのご家庭には、下記のスケジュールで配達する予定です。１０日
までに届かない場合は、秘書広報課までご連絡ください。

a ７ 年 １ 月２５日㈯・２６日㈰、 ２月 １日㈯・ ２日㈰、
いずれも午前１０時～午後 ４時
b東京税理士会東村山支部（東村山市本町 １ －２０
－２７－２０１）
c会社員の方を対象とした確定申告相談（医療費
控除・住宅ローン控除など）
i▼時間に制限がありますので、複雑な相談は別途有償で税理
士にご依頼ください▼市役所では事前申し込みや問い合わせな
どへの対応はしていません
k申込書（同支部nから取得可）に必要事項を記入の上、oまた
は郵送などで申し込みを（事前予約制）

同支部n
広報ひがしくるめ　令和 ７年 １月号配達スケジュール
月 火 水 木 金

配達期間 発行日

１ / ６ １ / ７ １ / ８ １ / ９ １ /１０
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール



1 月 の 無 料 相 談1 月 の 無 料 相 談
相談内容 相談日 時間 相談員 場所 問い合わせ先

耐震相談 １ 月は実施しません（次回 ７年 ２月１４日㈮実施予定） 施設建設課
☎０４２・４７０・７７５６

教育相談
※�電話相談
も可

火曜〜
土曜日

午前１０時〜
午後 ５時
（滝山のみ水
曜日は ６時ま
で）

教育相談員

中央相談室
（成美教育文
化会館内教育
センター）

中央相談室
☎０４２・４７３・３６６７

月曜〜
金曜日

滝山相談室
（西部地域セ
ンター内）

滝山相談室
☎０４２・４７５・８９０９

母子・父子
相談 開庁日 午前 ８時半〜

午後 ５時
母子・父子
自立支援員

市役所 ２階
児童青少年課

児童青少年課
☎０４２・４７０・７７３６

知的障害者
相談 １ 月は実施しません（次回 ７年 ２月１２日㈬実施予定）

前月末までに障害
福祉課
☎０４２・４７０・７７４７
o０４２・４７５・８１８１

心身障害者
（児）相談 平日

午前 ９時〜
午後 ５時

さいわい福祉
センター
支援員

さいわい福祉
センター

さいわい福祉セン
ター
☎０４２・４７７・２７１１

職業相談 開庁日 ハローワーク
三鷹職員

市役所 ２階
ワークコーナー 直接会場で

住宅増改築
相談 １ 月は実施しません（次回 ７年 ２月１３日㈭実施予定） 産業政策課

☎０４２・４７０・７７４３

消費者相談 平日
午前１０時〜
正午、午後 １
時〜 ４時

消費生活相談
員

市役所 ２階
生活文化課

市消費者センター
☎０４２・４７３・４５０５

行政相談 １５日㈬ 午前１０時〜　
正午 行政相談委員 市役所 ２階

生活文化課
生活文化課
☎０４２・４７０・７７３８

生活困窮者
自立相談 開庁日 午前 ９時〜

午後 ４時 相談支援員 市役所 １階
福祉総務課

福祉総務課
☎０４２・４７０・７７４１

相談内容（定員） 相談日 時間 相談員 予約開始日時 場所 問い合わせ先

法律相談（各日 ８人）

８ 日㈬

午前１０時から 弁護士
１２月２６日㈭

市役所 ２階
相談室

各予約開始日の午
前 ８時半から電話
で生活文化課
☎０４２・４７０・７７３８

１５日㈬
２２日㈬

１月１６日㈭
２９日㈬

不動産・相続・会社
の登記等相談（ ５人）

８ 日㈬
午後 １時から 司法書士

１２月２４日㈫
表示登記・土地の境
界等登記相談（ ４人） 午前１０時から 土地家屋

調査士
相続・遺言・成年後
見等手続き相談
（ ５人）

１５日㈬
午後 １時から

行政書士 １月 ９日㈭

税務相談（ ５人）
２２日㈬

税理士 １月１４日㈫
人権・身の上相談
（ ４人）

午後 １時半か
ら

人権擁護委
員 １月１６日㈭

不動産取引相談
（ ５人） ９ 日㈭

午後 １時から
宅地建物
取引士 １２月２６日㈭

交通事故相談（ ５人）

２９日㈬

弁護士

１月２３日㈭年金・労災・雇用・
保険・人事管理等相
談（ ４人）

午前１０時から 社会保険
労務士

女性の悩みごと相談
（各日 ４人）

６ 日㈪

午前１０時半〜
午後 ４時半

女性カウン
セラー

１２月１８日㈬
各予約開始日の午
前 ９時から電話で
男女平等推進セン
ター
☎０４２・４７２・００６１

１６日㈭
２０日㈪

１月 ８日㈬
２７日㈪

女性弁護士による法
律相談（ ４人） １０日㈮ 午前 ９時半〜

午後 ０時半 女性弁護士 １２月２０日㈮

経営相談 平日 午前１０時半〜
午後 ４時半

市商工会
経営指導員

前日まで予
約可 市商工会館 市商工会

☎０４２・４７１・７５７７

年末年始のごみ・資源物の収集年末年始のごみ・資源物の収集
　全てのごみ・資源物について、年末は１２月２７日㈮まで、年始は １ 月 ６
日㈪から収集します。ごみと資源物は、決められた収集日の当日、午前
８時半までに出してください。小型廃家電類を除く全品目が戸別収集で
す。ごみ収集日や分別などのごみ出しルールは市nをご覧ください。
●粗大ごみの収集：１２月１９日㈭までに受付＝１２月２７日㈮までに収集しま
す。１２月２０日㈮以降の受付分は、一部地域を除き年明けになります。

●剪
せん

定
てい

枝
えだ

の収集：１２月２５日㈬までに受付＝１２月２７日㈮ま
でに収集します。１２月２６日㈭以降の受付分は、一部地域
を除き年明けになります。
●し尿の収集：年末は１２月２６日㈭まで、年始は １ 月 ６ 日
㈪からとなります。

【東地区】
上の原、神宝町、金山町、氷川
台、大門町、東本町、新川町、
浅間町、学園町、ひばりが丘団
地、本町、南沢、中央町
【西地区】
小山、幸町、前沢、南町、滝山、
下里、柳窪、野火止、八幡町、
弥生

lごみ対策課☎０４２・４７３・２１１７
（粗大ごみの申し込みは☎０４２・４７３・２１１８またはインターネットで）

市n

l児童青少年課助成支援係☎042・470・7736

　市では、物価高騰等の影響に直面するひとり親世帯等に対し、生活の支援を行うため、市の独自事業として児童育成
手当受給者に「ひとり親世帯等子育て生活支援給付金」を支給します。

■支給対象者
　① ６年１１月分児童育成手当受給者
　② ６年１２月分〜 ７年 ２月分児童育成手当受給者

■支給額
　児童 １人あたり １万円

■申請方法
　①に該当する方＝申請不要です。
　　�７ 年 １ 月１５日㈬に支給通知を送付し、 ２月中旬に児童育成手当の
指定口座へ振り込みます。

　②に該当する方＝申請が必要です。
　　�児童育成手当申請時、または認定時にご案内します。申請受け付
け後、 ７年 ２月中旬以降随時振り込みます。

■申請期限
　②に該当する方は、 ７年 ２月２８日㈮までに申請をお願いします。

◆児童育成手当とは
　ひとり親家庭等に支給する「育成手当」と、障害のあ
るお子さんを養育している家庭に支給する「障害手当」
があります。支給対象については市nをご覧ください。

市n
（ひとり親世帯等
子育て生活支援
給付金）

市n
（児童育成手当）

年末年始のごみ・資源収集カレンダー
月 火 水 木 金 土 日

１２
／
２３

東 容器包装プラスチッ
ク・PETボトル １２

／
２４

東 燃やせるごみ・びん １２
／
２５

東
燃やせないごみ・
有害ごみ

１２
／
２６

東 缶・紙類・布類 １２
／
２７

東 燃やせるごみ・
びん １２

／
２８

１２
／
２９西 燃やせるごみ・びん 西 容器包装プラスチッ

ク・PETボトル 西 西 燃やせるごみ・びん 西 缶・紙類・布類

１２
／
３０

収集なし
１２
／
３１

収集なし
１
／
１

収集なし
１
／
２

収集なし
１
／
３

収集なし
１
／
４

１
／
５

１
／
６

東 容器包装プラスチッ
ク・PETボトル １

／
７

東 燃やせるごみ・びん １
／
８

東
燃やせないごみ・
有害ごみ

１
／
９

東 缶・紙類・布類 １
／
１０

東 燃やせるごみ・
びん １

／
１１

１
／
１２西 燃やせるごみ・びん 西 容器包装プラスチッ

ク・PETボトル 西 西 燃やせるごみ・びん 西 缶・紙類・布類

ひとり親世帯等子育て生活支援給付金

6．12．15 3



市

民

生

活

１２月２５日㈬納期限１２月２５日㈬納期限
納期内納付にご協力くださいl納税課☎︎042・470・7729

固定資産税・都市計画税 第３期

国民健康保険税 第６期

後期高齢者医療保険料 第６期

介護保険料 第６期

国
民
健
康
保
険
税
口
座
振

替
推
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
は
１２
月

２５
日
㈬
ま
で
で
す
。
納
め
忘
れ

が
な
く
便
利
な
口
座
振
替
を
ご

利
用
い
た
だ
き
、
納
期
内
納
付

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

市n

b
納
税
課（
市
役
所
２
階
）

c
新
た
に
国
民
健
康
保
険
税
の

口
座
振
替
を
お
申
し
込
み
い
た

だ
い
た
方
の
中
か
ら
抽
選
で
５

０
０
人
に
東
久
留
米
市
産
ジ
ャ

ム
セ
ッ
ト
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま

すe
▼
令
和
６
年
度
の
国
民
健
康

保
険
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方

▼
他
税
目（
料
）も
含
め
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
終
了
時
点（
１２
月
２５
日
）

で
滞
納
が
な
い
方
▼
抽
選
時
点

で
口
座
振
替
実
績
の
あ
る
方

j
当
選
者
の
発
表
は
発
送
を
も

っ
て
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

すk
自
動
エ
ン
ト
リ
ー（
対
象
期

間
中
、
新
た
に
国
民
健
康
保
険

税
の
口
座
振
替
を
申
し
込
ま
れ

た
方
）

l
同
課
管
理
係
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
２
９

こ
ど
も

と
教
育

愛
の
ひ
と
声
運
動 

冬
の
強
調
期
間

　「
愛
の
ひ
と
声
運
動
」と
は
、

良
い
こ
と
を
し
て
い
る
青
少
年

に
は
励
ま
し
の
言
葉
を
、
良
く

な
い
こ
と
や
危
な
い
こ
と
を
し

て
い
る
青
少
年
に
は
注
意
の
ひ

と
声
を
か
け
る
も
の
で
す
。
こ

れ
に
よ
り
正
し
い
日
常
生
活
の

ル
ー
ル
を
啓
発
し
、
自
己
と
他

人
を
尊
ぶ
心
を
高
め
、
青
少
年

を
非
行
と
事
故
か
ら
守
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
各
中

学
校
地
区
青
少
年
健
全
育
成
協

議
会
を
は
じ
め
、
関
係
団
体
で

実
施
委
員
会
を
組
織
し
、
市
民

ぐ
る
み
の
運
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　
こ
の
運
動
は
地
域
の
皆
さ
ん

の
参
加
・
協
力
が
あ
っ
て
、
成

果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

身
近
な
と
こ
ろ
で
、
青
少
年
へ

の
励
ま
し
や
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
、

時
に
は
注
意
の
言
葉
な
ど
、
愛

の
ひ
と
声
を
お
願
い
し
ま
す
。

a
１２
月
２６
日
㈭
～
７
年
１
月
７

日
㈫

c
冬
の
強
調
期
間
と
し
て
、
各

中
学
校
地
区
単
位
実
行
委
員
会

が
、
街
頭
パ
ト
ロ
ー
ル
や
啓
発

用
ポ
ス
タ
ー
の
設
置
な
ど
を
実

施l
児
童
青
少
年
課
児
童
青
少
年

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
５

小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療

費
助
成
の
更
新
手
続
き

　
同
助
成
の
医
療
券
を
お
持
ち

の
方
で
、
引
き
続
き
医
療
費
助

成
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
更
新

手
続
き
が
必
要
で
す
。
更
新
に

必
要
な
書
類
な
ど
は
都
か
ら
郵

送
さ
れ
ま
す
。

　
有
効
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
、

更
新
手
続
き
を
し
な
い
と
医
療

費
助
成
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

早
め
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま

す
。

l
障
害
福
祉
課
地
域
支
援
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
４
７

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト

・
セ
ン
タ
ー
事
業
説
明
会

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
は
、
お
子
さ
ん
を
預

け
た
い
人
、
協
力
し
た
い
人
か

ら
な
る
有
償
の
相
互
援
助
活
動

で
す
。
利
用
し
た
い
人
、
協
力

し
た
い
人
と
も
に
、
ま
ず
は
事

業
説
明
会
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

a
b
①
１２
月
２１
日
㈯
午
前
１０
時

～
１１
時
、
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ

ザ
２
階
社
協
会
議
室
②
７
年
１

月
１０
日
㈮
午
前
１０
時
～
１１
時
、

東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
会
議
室

f
各
先
着
１０
人（
事
前
予
約
制
）

h
事
前
送
付
資
料
、
入
会
希
望

者（
保
護
者
）の
顔
写
真
、
本
人

確
認
書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）

j
登
録
後
、
会
員
同
士
の
顔
合

わ
せ
、
サ
ポ
ー
ト
会
員
は
講
習

会（
７
年
６
月
予
定
）の
受
講
が

必
要
で
す

k
l
①
は
１２
月
１３
日
㈮
、
②
は

７
年
１
月
６
日
㈪
ま
で
に
電
話

で
同
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
・
４
７
５

・
３
２
９
４
へ

同センターn

高
齢
者

・
福
祉

ひ
が
し
く
る
め
ひ
き
こ

も
り
家
族
会

　「
家
族
が
学
校
に
い
か
な
い
」

「
家
に
こ
も
っ
て
い
る
」「
仕
事

を
し
て
い
な
い
」「
関
わ
り
方
が

わ
か
ら
な
い
」な
ど
、
同
じ
悩

み
を
抱
え
る
方
同
士
で
悩
み
を

分
か
ち
合
い
、
つ
な
が
り
、
支

え
合
う
集
ま
り
で
す
。
お
話
を

聞
く
だ
け
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

ほ
っ
と
で
き
る
場
と
し
て
、
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

a
７
年
１
月
１９
日
、
２
月
９
日
、

３
月
９
日
、
い
ず
れ
も
日
曜
日

午
後
２
時
～
４
時（
１
時
４５
分

か
ら
受
け
付
け
、入
退
室
自
由
）

b
市
役
所
７
階
７
０
１
会
議
室

e
ひ
き
こ
も
り
で
お
悩
み
の
家

族
ま
た
は
本
人

f
各
回
先
着
２０
人

k
各
開
催
日
の
４
日
前
ま
で
に

申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は
直

接
市
地
域
福
祉
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
担
当（
市
社
会
福
祉
協
議

会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
）

へl
同
担
当
☎
０４２
・
４
７
５
・
０

７
３
９

申し込み
フォーム

認
知
症
介
護
者
家
族
会

　
認
知
症
の
方
を
介
護
す
る
ご

家
族
の
方
、
一
人
で
介
護
の
悩

み
を
か
か
え
て
い
ま
せ
ん
か
。

日
々
の
こ
と
や
心
配
ご
と
な
ど
、

気
軽
に
話
し
、
ほ
っ
と
で
き
る

場
所
と
し
て
開
催
し
て
い
ま
す
。

１
月
は
中
部
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
主
催
で
す（
２
月
は
東

部
・
西
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
で
開
催
し
ま
す
）。
事
前

に
お
申
し
込
み
の
上
、
ぜ
ひ
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

対
象
地
域
学
園
町
・
ひ
ば
り
が

丘
団
地
・
本
町
・
中
央
町
・
幸

町
・
南
沢
・
前
沢
一
～
三
丁
目

・
南
町
に
お
住
ま
い
の
方

a
７
年
１
月
２０
日
㈪
午
後
１
時

１５
分
～
２
時
半

b
中
央
町
地
区
セ
ン
タ
ー
第
１

会
議
室

k
l
中
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
０４２
・
４
７
０
・
８
１
８

６
ま
た
は
☎
０４２
・
４
５
１
・
５

１
２
１
へ

市
民
交
流
事
業「
高
次
脳

機
能
障
害
～
自
立
と
社

会
参
加
に
向
け
て
～
」

a
７
年
１
月
２５
日
㈯
午
後
１
時

～
４
時（
０
時
半
開
場
）

b
清
瀬
け
や
き
ホ
ー
ル（
清
瀬

市
元
町
１
ー
６
ー
６
）

　
※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る

オ
ン
デ
マ
ン
ド
配
信
あ
り
。

c
▼
第
一
部
＝
基
調
講
演「
高

次
脳
機
能
障
害
の
あ
る
方
の
自

己
決
定
を
支
え
る
心
理
的
ア
プ

ロ
ー
チ
」▼
第
二
部
＝
ト
ー
ク

セ
ッ
シ
ョ
ン「
医
療
機
関
か
ら

地
域
へ
～
継
ぎ
目
の
な
い
支
援

と
多
職
種
ア
プ
ロ
ー
チ
～
」

d
緑
川
晶
氏（
中
央
大
学
文
学

部
教
授
）、
高
次
脳
機
能
障
害

当
事
者
な
ど

i
車
で
の
来
場
不
可

j
手
話
通
訳
、
車
い
す
ス
ペ
ー

ス
あ
り

k
会
場
参
加
は
申
し
込
み
不
要
。

オ
ン
デ
マ
ン
ド
配
信
は
１２
月
２０

日
㈮
～
７
年
１
月
２６
日
㈰
に
申

し
込
み
フ
ォ
ー
ム
で

l
障
害
福
祉
課
福
祉
支
援
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
４
７

申し込み
フォーム

a全１０回。時間はいずれも午前 ９時半～正午
　▼木曜コース＝ ７ 年 １ 月 ９ 日以降の毎週木曜日
　▼金曜コース＝ ７ 年 １ 月１０日以降の毎週金曜日
b中央町地区センター
c講義・個別相談（スマホに関する操作やアプリの使い方）ほか
e６０歳以上の方
f各コース先着１４人程度
d鈴木雄大氏（くるすまスマホ総合
相談所代表）ほか
g７,０００円（１０回分）
hスマートフォン（なくても参加可）
i申し込みが ５人以下の場合、開催
を中止する場合あり
j主催は市社会福祉協議会
k１２月１９日㈭午後 １時から氏名・住
所・電話番号・年齢を同協議会地区
センター担当へ電話で連絡を

　スマホ決済の仕方や市LINE公式アカウントの利用方法など、スマホの使い方に
ついて全１０回の講座で学びます。

スマホ連続講座 l市社会福祉協議会地区センター担当☎０４２・４７９・５５５０
（火曜日・祝日を除く午前 ９時～午後 ５時）

　広報令和 ６年 ５月１５日号でお知らせしました
全館閉館および一部施設の利用停止は、 ６年度
は行わず延期となりました。詳細は決まり次第
お知らせします。
l生涯学習課☎０４２・４７０・７７８４

スポーツセンターのスポーツセンターの
全館閉館等の全館閉館等の

延期について（お知らせ）延期について（お知らせ）
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

高齢者・福祉市民生活 こどもと教育



精
神
障
害
者
に
対
す
る

旅
客
運
賃
割
引
制
度

　
７
年
４
月
１
日
か
ら
、
東
日

本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
な
ど
に

お
い
て
、
精
神
障
害
者
を
対
象

に
し
た
旅
客
運
賃
の
割
引
制
度

が
使
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

割
引
を
受
け
る
に
は
、
手
帳
に

「
第
一
種
精
神
障
害
者
」ま
た
は

「
第
二
種
精
神
障
害
者
」の
区
分

の
記
載
が
必
要
で
す
。

e
都
内
在
住
で
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
を
お
持
ち
の
方

　
※
旅
客
運
賃
割
引
区
分
は
、

障
害
等
級
が
１
級
の
場
合
は

「
第
一
種
精
神
障
害
者
」、
２
級

ま
た
は
３
級
の
場
合
は「
第
二

種
精
神
障
害
者
」で
す
。

対
象
事
業
者
東
日
本
旅
客
鉄
道

株
式
会
社
、
東
武
鉄
道
株
式
会

社
、
西
武
鉄
道
株
式
会
社
、
小

田
急
電
鉄
株
式
会
社
、
相
模
鉄

道
株
式
会
社

　
※
具
体
的
な
割
引
内
容
は
、

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
旅
客
鉄

道
株
式
会
社
な
ど
に
直
接
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

記
載
方
法
▼
交
付
日
が
６
年
１１

月
３０
日
ま
で
の
手
帳
＝
お
手
持

ち
の
手
帳
に
旅
客
運
賃
割
引
区

分
が
記
載
さ
れ
た
シ
ー
ル
を
貼

付
し
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
開

庁
日（
正
午
～
午
後
１
時
を
除

く
）に
市
障
害
福
祉
課
窓
口
へ

手
帳
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
▼
交

付
日
が
６
年
１２
月
１
日
～
７
年

３
月
３１
日
の
手
帳
＝
都
が
あ
ら

か
じ
め
旅
客
運
賃
割
引
区
分
が

記
載
さ
れ
た
シ
ー
ル
を
貼
付
し

た
手
帳
を
交
付
し
ま
す
▼
交
付

日
が
７
年
４
月
１
日
以
降
の
手

帳
＝
都
が
あ
ら
か
じ
め
旅
客
運

賃
割
引
区
分
を
印
字
し
た
手
帳

を
交
付
し
ま
す

l
市
障
害
福
祉
課
福
祉
支
援
係

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
４
７

住
環
境

７
年
度
以
降
の
保
存
樹

木
の
新
規
指
定
の
受
付

一
時
停
止

　
昨
今
、
他
市
に
お
け
る
倒
木

死
亡
事
故
な
ど
が
見
ら
れ
る
中

で
、
当
市
に
お
い
て
も
保
存
樹

木
の
落
枝
に
よ
る
物
損
事
故
が

発
生
し
て
い
ま
す
。

　
保
存
樹
木
の
調
査
お
よ
び
台

帳
整
理
の
た
め
、「
東
久
留
米
市

の
み
ど
り
に
関
す
る
条
例
」に

基
づ
く
保
存
樹
木
の
新
規
指
定

は
、
６
年
度
末
を
も
っ
て
一
時

停
止
し
ま
す
。
な
お
、
保
存
樹

林
・
保
存
生
垣
に
つ
い
て
は
、

７
年
度
以
降
も
新
規
指
定
を
受

け
付
け
ま
す
。

l
環
境
政
策
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
５
３

６
年
度
保
存
樹
木
等
補
助

金
交
付
申
請
の
受
け
付
け

補
助
の
対
象
▼「
東
久
留
米
市

の
み
ど
り
に
関
す
る
条
例
」に

基
づ
く
保
存
樹
木
ま
た
は
保
存

樹
林
、
保
存
生
垣
の
所
有
者
▼

６
年
度
内
に
お
い
て
、
適
正
に

管
理
さ
れ
て
い
る
保
存
樹
木
等

申
請
受
付
期
間
１２
月
１６
日
㈪
～

７
年
２
月
１７
日
㈪

申
請
方
法
補
助
の
対
象
と
な
る

方
に
は
、
申
請
に
つ
い
て
の
ご

案
内
を
送
付
済
み
で
す
。
申
請

書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

対
象
樹
木
等
の
管
理
状
況
が
わ

か
る
写
真
と
併
せ
て
、
環
境
政

策
課（
市
役
所
５
階
）に
提
出
し

て
く
だ
さ
い

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

５
３

消
防
歳
末
特
別
警
戒

◎
も
う
一
度
　
確
認
安
心
　
火

の
用
心

　
年
末
・
年
始
は
一
年
の
う
ち

で
最
も
火
災
の
起
こ
り
や
す
い

時
期
で
す
。
そ
こ
で
東
久
留
米

市
消
防
団
で
は
、
１２
月
２６
日
㈭

～
３０
日
㈪
に
消
防
歳
末
特
別
警

戒
を
実
施
し
、
市
民
の
皆
さ
ん

に
防
火
を
呼
び
掛
け
ま
す
。

　
ご
家
庭
で
も
家
の
周
り
の
整

理
整
頓
や
火
の
元
の
点
検
に
心

掛
け
て
く
だ
さ
い
。

l
防
災
防
犯
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
６
９

下
水
道
モ
ニ
タ
ー
募
集

任
期
７
年
４
月
１
日
か
ら
１
年

間c
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ア
ン
ケ
ー

ト
の
回
答
な
ど（
４
回
）

応
募
資
格
７
年
４
月
１
日
現
在

都
内
在
住
の
１８
歳
以
上
の
方

（
公
務
員
、
過
去
に
モ
ニ
タ
ー

を
経
験
し
た
方
、
島
し
ょ
に
在

住
者
を
除
く
）で
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
閲
覧
と
メ
ー
ル
の
送
受

信
が
で
き
る
方

募
集
人
数
１
０
０
０
人
程
度

（
応
募
多
数
の
場
合
は
選
考
に

よ
り
決
定
）

謝
礼
回
答
数
に
応
じ
、
図
書
カ

ー
ド
を
贈
呈（
任
期
末
に
ま
と

め
て
送
付
）

k
７
年
１
月

７
日
㈫
午
前

１０
時
～
２
月

２８
日
㈮
に
、

都
下
水
道
局
n
で

l
同
局
総
務
部
広
報
サ
ー
ビ
ス

課
☎
０３
・
５
３
２
０
・
６
５
１

１
野
外
焼
却
は 

や
め
ま
し
ょ
う

　
一
般
廃
棄
物（
家
庭
ご
み
な

ど
）や
産
業
廃
棄
物
は
法
令
で

処
理
方
法
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

野
外
で
の
焼
却
は
原
則
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。

野
外
焼
却
を
し
な
い
た
め
に
自

宅
の
落
ち
葉
や
剪
定
枝
は
、
次

の
よ
う
な
方
法
で
処
理
し
ま
し

ょ
う
。

▼
自
宅
の
敷
地
が
あ
る
場
合
に

は
埋
め
戻
す
▼
燃
や
せ
る
ご
み

と
し
て
小
出
し
に
出
す（
剪
定

枝
は
電
話
予
約
に
よ
り
、
ご
み

対
策
課
で
回
収
し
ま
す
）

野
外
焼
却
の
例
外
次
の
焼
却
を

行
う
場
合
は
、
焼
却
禁
止
の
例

外
事
項
に
該
当
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▼
伝
統
的
行
事
、
風
俗
慣
習
的

行
事
の
た
め
の
焼
却
行
為
＝
お

焚
き
上
げ
、
お
祭
り
な
ど
▼
学

校
教
育
及
び
社
会
教
育
活
動
上

必
要
な
焼
却
行
為
＝
キ
ャ
ン
プ

フ
ァ
イ
ヤ
ー
な
ど
▼
市
長
が
特

に
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
焼

却
行
為
＝
災
害
時
の
応
急
対
策

の
た
め
・
樹
木
や
農
作
物
の
病

害
虫
の
防
除
な
ど
農
業
を
営
む

上
で
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
も
の

　
※
例
外
事
項
に
該
当
す
る
場

合
で
あ
っ
て
も
、
周
辺
か
ら
の

通
報
や
苦
情
が
発
生
し
た
場
合
、

現
場
で
の
指
導
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

　
や
む
を
得
ず
焼
却
禁
止
の
例

外
行
為
を
行
う
場
合
は
、
周
辺

の
生
活
環
境
に
配
慮
し
、
次
の

事
項
を
順
守
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
枝
木
や
落
ち
葉
は
よ
く
乾
燥

さ
せ
る
▼
量
は
必
要
最
低
限
に

す
る
▼
時
間
は
極
力
短
く
す
る

▼
天
候
、
風
向
き
、
時
間
帯
を

考
慮
す
る

l
環
境
政
策
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
５
３
、
ご
み
の
出
し
方

に
つ
い
て
は
ご

み
対
策
課
☎
０４２

・
４
７
３
・
２

１
１
７

�

（
６
面
へ
続
く
）

定期　自転車・原付
（R7.3末に閉鎖）

定期　自転車

定期　自転車・原付
一時　自転車・原付

定期　自転車・原付
一時　自転車・原付

東第2

西第9

西口第1

西口第２

至ひばりヶ丘駅至ひばりヶ丘駅

至清瀬駅至清瀬駅
黒目川黒目川

東
久
留
米
駅

東
久
留
米
駅

は自転車等放置禁止区域です

民間自転車等駐車場

都下水道局n

l自転車等駐車場の申請受付・運営・維持管理＝蔦井株式会社（指定管理者）
☎０１２０・９２４・３９６
自転車駐車場の整備など＝市管理課管理調整担当☎０４２・４７０・７７６４

市立自転車等駐車場の利用登録などについて

　利用登録は、通勤・通学などで東久留米駅周辺の市立自転車等駐車
場を常時利用する方を対象に、随時受け付けています。すでに登録さ
れている方は、更新手続きを行うことで同駐車場を継続して利用でき
ます。利用登録申請・更新手続きの方法については、申請要項をご覧
ください。
※�駅から直線にして約７００メートル以内に自宅・通勤先・通学先があ
る方は申請できません。
※�利用登録・更新手続きは指定管理者（蔦井株式会社）に申請してくだ
さい。

申請書・ 申請要項の配布場所次の①～③の他、指定管理者WEB申請
ページおよび市nでも取得できます。
　①管理課窓口（市役所 ５階）
　②上の原・ひばりが丘・滝山の各連絡所
　③各市立自転車等駐車場
　�（配布時間は①・②は土曜・日曜日、祝日を
除く午前 ８時半～午後 ５時、③は各駐車場備
え付けのBOXで取得できます）

申請方法新規の利用登録は、利用開始日の １カ月前から申請を受け付
けます。申請要項を確認の上、次のいずれかの方法で申請してください。
　①ＷＥＢ申請（指定管理者ＷＥＢ申請ページ）
　②持参または郵送
　　�（〒２０３−００５３　東久留米市本町 １− ３−２３　西口第 １自転車駐車
場管理事務所）

　※市役所窓口での受け付けは行いません。
　※�更新手続きの詳細は、申請要項・場内掲示物を確認の上、期間内
にお手続きください。

■自転車等駐車場の閉鎖について
　東第 ２自転車等駐車場は、 ７年 ３月末日をもって閉鎖します。 ７年
４月 １日以降は、西口第 １・西口第 ２・西第 ９自転車駐車場の各市立
自転車等駐車場、または近隣の民間自転車等駐車場をご利用ください。

指定管理者
WEB申請

ページ

市n

市立自転車等駐車場案内図
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（
５
面
か
ら
続
く
）

宅
地
内
の
雨
水
浸
透
ま
す 

の
設
置
に
ご
協
力
を

　
地
表
面
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
化
等
に
よ
る
雨

水
の
地
下
浸
透
量
の
減
少
は
、

湧
水
や
河
川
の
水
量
に
影
響
を

与
え
ま
す
。
雨
水
浸
透
ま
す
は
、

屋
根
に
降
っ
た
雨
水
を
地
下
へ

戻
し
、
地
下
水
を
涵
養
す
る
効

果
が
期
待
で
き
ま
す
。
市
内
の

豊
か
な
水
辺
環
境
を
保
全
す
る

た
め
皆
さ
ん
の
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

◎
既
存
住
宅
へ
の
雨
水
浸
透
ま

す
の
設
置
に
は
、
設
置
補
助
金

制
度
を
利
用
で
き
ま
す

補
助
金
額
設
置
状
況
に
よ
り
、

経
費
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
補

助申
請
対
象
者
▼
敷
地
が
１
０
０

０
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
既
存

の
個
人
住
宅（
新
築
、
増
築
等

を
除
く
一
般
住
宅
）を
所
有
す

る
方
▼「
東
久
留
米
市
宅
地
開

発
等
に
関
す
る
条
例
」に
該
当

し
な
い
住
宅
を
所
有
す
る
方

l
環
境
政
策
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
５
３

官
公
署

　
な
ど

特
設
行
政
相
談

　
行
政
に
関
す
る
困
り
ご
と
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

a
７
年
１
月
９
日
㈭
午
前
１０
時

～
午
後
５
時（
午
後
４
時
半
ま

で
受
け
付
け
）

b
東
京
総
合
行
政
相
談
所（
豊

島
区
南
池
袋
１

−

２８

−

１
、
西

武
池
袋
本
店
７
階「
行
政
・
法

律
・
く
ら
し
の
相
談
コ
ー
ナ

ー
」）

c
登
記
、
相
続
、
税
金
、
そ
の

他
行
政
等
の
困
り
ご
と
に
つ
い

て
、
先
着
順
で
、
相
談
時
間
は

１
件
当
た
り
原
則
２０
分
以
内

g
無
料

j
▼
参
加
機
関
＝
東
京
法
務
局
、

弁
護
士
会
、
税
理
士
会
、
関
東

管
区
行
政
評
価
局
▼
主
催
＝
総

務
省
関
東
管
区
行
政
評
価
局
・

東
京
行
政
評
価
事
務
所

k
当
日
会
場
で

l
東
京
総
合
行
政
相
談
所
☎
０３

・
３
９
８
７
・
０
２
２
９

都
民
住
宅（
東
京
都
施

行
型
）入
居
者
募
集

　
都
民
住
宅（
東
京
都
施
行
型
）

は
、
都
が
所
有
し
て
い
る
中
堅

所
得
者
向
け
フ
ァ
ミ
リ
ー
賃
貸

住
宅
で
、
原
則
と
し
て
仲
介
手

数
料
・
礼
金
・
更
新
料
・
保
証

人
が
不
要
で
す
。

　
※
都
営
住
宅
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

e
申
込
者
が
都
内
に
居
住
し
て

い
る
こ
と
、
同
居
親
族
が
い
る

こ
と
、
世
帯
所
得
が
基
準
内
で

あ
る
こ
と
な
ど

i
市
内
に
は
都
民
住
宅
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
所
在
地
は
募
集

案
内
ま
た
は
都
住
宅
供
給
公
社

n
で
ご
確
認
く
だ
さ
い

k
都
住
宅
供
給
公
社
n
ま
た
は

同
公
社
都
営
住
宅
募
集
セ
ン
タ

ー
窓
口
で
空
き
家
を
随
時
申
し

込
み
受
け
付
け
。
募
集
案
内
は

都
市
計
画
課
窓
口（
市
役
所
５

階
）で
配
布

l
同
公
社
募
集
セ
ン
タ
ー
☎
０３

・
３
４
９
８
・
８
８
９
４（
午

前
９
時
～
午
後
６
時〈
土
曜
・

日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
を

除
く
〉）

同公社n

雨水浸透のしくみ雨水浸透ますの構造

年末年始の防災対策

　大掃除の際、次の点に注意して、室内に危険がないか確認してみましょう。
l東久留米消防署防火安全係☎０４２・４７１・０１１９大掃除の機会に室内の安全対策を

家具の転倒・落下・
移動防止対策
●�地震の時に家具が倒れ負傷しない
よう、Ｌ字金具や突っ張り棒で家
具を固定できているか

持っていますか？
マイ消火器

　いざという時に確実に消火できる
よう、住宅内に消火器を備え付けま
しょう。

電気火災対策
●�長期間コンセントに差し込まれているプラグなどは
定期的にほこりを取り除いているか
●許容電力を超えて使用していないか

東京消防庁
応急手当動画

　心肺蘇生などの応急手
当を習得しましょう。東
京消防庁公式アプリでは
応急手当の動画を掲載し
ています。

応急手当を習得しよう

　もうすぐお正月を迎え、お餅を食べる機会が増えます。毎年のように発生し
ている窒息事故を防ぐため、次の点に注意しましょう。
l東久留米消防署救急係☎０４２・４７１・０１１９

お餅による窒息事故に注意

事故を防ぐポイント
●餅を小さく切って、食べやすい大きさにする
●急いで飲み込まず、ゆっくり噛んでから飲み込む
●�乳幼児や高齢者と一緒に食事をする時は、食事の様子を見守
るなど注意を払う

●応急手当の方法を理解しておく
●�餅を食べる前に、先にお茶や汁物を飲んでのどを潤しておく
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市
社
会
福
祉
協
議
会
か

ら
の
お
知
ら
せ

◎
成
年
後
見
制
度
無
料
専
門
相

談a
１２
月
２５
日
、
７
年
１
月
２２
日
、

２
月
２６
日
、
い
ず
れ
も
水
曜
日

午
後
２
時
か
ら（
１
組
６０
分
）

b
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
２
階

社
協
会
議
室

c
成
年
後
見
制
度
や
任
意
後
見

制
度
の
手
続
き
方
法
な
ど
に
関

す
る
相
談

e
市
内
在
住
の
方
お
よ
び
福
祉

関
係
者

f
各
日
先
着
２
組

d
奇
数
月
は
社
会
福
祉
士
、
偶

数
月
は
司
法
書
士

g
無
料

k
l
相
談
日
の
１
週
間
前
ま
で

に
電
話
で
同
協
議
会
相
談
支
援

担
当（
成
年
後
見
制
度
推
進
機

関
）☎
０４２
・
４
７
９
・
０
２
９

４
へ

◎
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ

ー
市
民
ス
タ
ッ
フ
養
成
講
座

　
市
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
災

害
発
生
時
、
市
と
の
協
定
に
基

づ
き
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
を
設
置
・
運
営
し
ま
す
。

一
緒
に
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ

ン
タ
ー
の
運
営
を
担
う
市
民
ス

タ
ッ
フ
を
養
成
す
る
講
座
を
開

催
し
ま
す
。

a
７
年
１
月
１１
日
㈯
午
前
９
時

半
～
１１
時
半
・
午
後
１
時
～
３

時
お
よ
び
１８
日
㈯
午
前
９
時
半

～
１１
時
半

b
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
集
会

室
１
、
社
協
会
議
室
Ａ
・
Ｂ

f
先
着
２０
人

d
宮
﨑
賢
哉
氏（
災
害
支
援
・

防
災
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
）

g
無
料

i
参
加
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
。

申
し
込
み
前
に
同
協
議
会
n
ま

た
は
チ
ラ
シ
を
ご
確
認
く
だ
さ

いk
l
１２
月
２３
日
㈪
ま
で
に
申
し

込
み
フ
ォ
ー
ム
、
電
話（
０４２
・

４
７
５
・
０
７
３
９
）、
o（
０４２

・
４
７
６
・
４
５
４
５
）ま
た

は
m（volunteer@

higashi 
kurum

e-shakyo.or.jp

）で

同
協
議
会
へ

申し込み
フォーム

◎
無
料
法
律
相
談

a
①
７
年
１
月
１２
日
②
２
月
９

日
③
３
月
９
日
、
い
ず
れ
も
日

曜
日
午
後
２
時
か
ら（
１
組
４０

分
）

b
中
央
町
地
区
セ
ン
タ
ー

c
遺
言
、
相
続
、
贈
与
、
財
産

分
与
、
成
年
後
見
・
任
意
後
見

制
度
利
用
、
権
利
侵
害
、
身
上

保
護
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
苦
情
、

そ
の
他
権
利
擁
護
に
関
す
る
相

談e
市
内
在
住
で
次
の
い
ず
れ
か

に
当
て
は
ま
る
方
と
親
族
・
関

係
者
▼
６５
歳
以
上
の
高
齢
者
▼

愛
の
手
帳
所
持
者
ま
た
は
そ
れ

に
準
ず
る
者
▼
精
神
保
健
福
祉

手
帳
所
持
者
ま
た
は
そ
れ
に
準

ず
る
者

f
各
日
先
着
４
組

d
弁
護
士

g
無
料

k
①
は
１２
月
１６
日
㈪
～
７
年
１

月
８
日
㈬
、
②
は
１
月
１５
日
㈬

～
２
月
５
日
㈬
、
③
は
２
月
１７

日
㈪
～
３
月
５
日
㈬
に
電
話
で

同
協
議
会
相
談
支
援
担
当（
成

年
後
見
制
度
推
進
機
関
）へ

l
同
担
当
☎
０４２
・
４
７
９
・
０

２
９
４

◎
後
見
人
等
情
報
交
換
会

　
日
々
の
後
見
事
務
を
円
滑
に

行
え
る
よ
う
支
援
す
る
た
め
、

後
見
人
等
の
情
報
交
換
会
を
実

施
し
ま
す
。
同
じ
活
動
を
し
て

い
る
方
々
と
、
日
ご
ろ
疑
問
に

思
っ
て
い
る
こ
と
や
悩
み
な
ど

を
共
有
し
、
今
後
の
活
動
に
活

か
し
ま
せ
ん
か
。

a
７
年
１
月
２１
日
㈫
午
後
１
時

半
～
３
時
半

b
市
役
所
７
階
７
０
１
会
議
室

e
▼
東
久
留
米
市
民
の
成
年
後

見
人
・
保
佐
人
・
補
助
人
・
任

意
後
見
人
と
し
て
活
動
し
て
い

る
方
▼
他
市
に
住
む
親
族
の
成

年
後
見
人
・
保
佐
人
・
補
助
人

・
任
意
後
見
人
と
し
て
活
動
し

て
い
る
市
民
お
よ
び
受
任
予
定

の
市
民
▼
地
域
の
福
祉
関
係
者

k
７
年
１
月
１４
日
㈫
ま
で
に
氏

名
・
住
所
・
電
話
番
号
を
同
協

議
会
相
談
支
援
担
当
宛
て
電
話

（
☎
０４２
・
４
７
９
・
０
２
９
４
）

ま
た
は
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
で

l
同
担
当

申し込み
フォーム

◎「
み
ん
な
の
え
ん
が
わ
中
央

町
」が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た

みんなのえんがわ中央町（外観）

　
一
軒
家
を
活
用
し
た
地
域
活

動
拠
点「
み
ん
な
の
え
ん
が
わ

中
央
町
」が
１１
月
２０
日
に
オ
ー

プ
ン
し
ま
し
た
。

　
同
じ
地
域
で
暮
ら
す
誰
も
が

気
軽
に
立
ち
寄
り
集
え
る
、
え

ん
が
わ
の
よ
う
な
居
場
所
づ
く

り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
気
軽

に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

　
利
用
可
能
な
日
時
や
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
開
催
に
つ
い
て
は
、
同

協
議
会
n
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

所
在
地
中
央
町
２

−

１

−

２８

g
利
用
協
力
金
１
０
０
円（
１８

歳
ま
で
は
無
料
）

l
同
協
議
会（
み
ん
な
の
え
ん

が
わ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）☎
０４２
・

４
７
１
・
０
２
９
４
、
o（
０４２

・
４
７
６
・
４
５
４
５
）

同協議会n

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

正
規
職
員
募
集

　
募
集
の
詳
細
は
同
セ
ン
タ
ー

n
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

採
用
予
定
日
７
年
４
月
１
日

勤
務
時
間
平
日
午
前
８
時
半
～

午
後
５
時
１５
分

勤
務
場
所
下
里
４

−

１

−

４４

募
集
職
種
一
般
事
務（
高
齢
者

の
就
業
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

業
務
等
）

e
平
成
６
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
方

募
集
人
員
１
人

報
酬
同
セ
ン
タ
ー
職
員
給
与
規

程
に
よ
る

k
同
セ
ン
タ
ー
n
掲
載
の「
職

員
募
集
要
項
」か
ら
所
定
の
用

紙
で
応
募

l
同
セ
ン
タ
ー
採
用
担
当
☎
０４２

・
４
７
５
・
０
７
３
８同センターn

第
１３
回
６
市
市
長
が
語

る
地
域
自
治
体
連
携
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
自
治
体
共
通
の
行
政
課
題
に

つ
い
て
解
決
の
ヒ
ン
ト
を
探
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
三
鷹
市
・

調
布
市
・
小
平
市
・
福
生
市
・

東
久
留
米
市
・
東
村
山
市
の
６

市
市
長
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

を
開
催
し
ま
す
。

a
７
年
１
月
２５
日
㈯
午
後
２
時

～
４
時（
午
後
１
時
半
開
場
）

b
東
村
山
市
市
民
セ
ン
タ
ー

c
東
京
都
に
お
け
る
地
域
Ｄ
Ｘ

f
先
着
８０
人
程
度

d
宮
坂
学
氏（
東
京
都
副
知
事

・
元
ヤ
フ
ー
株
式
会
社
取
締
役

会
長
）

g
無
料

k
１２
月
１６
日
㈪
～
７
年
１
月
２２

日
㈬
に
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
で

　
※
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
か
ら

申
し
込
み
が
で
き
な
い
場
合
は
、

東
村
山
市
経
営
政
策
部
秘
書
広

報
課
へ
電
話
ま
た
は
m
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

l
同
課
☎
０４２
・
３
９
３
・
５
１

１
１
、
m（hisyo@

m
０１.cit 

y.higashim
urayam

a.
tokyo.jp

）

申し込み
フォーム

第
２
４
８
回
東
京
都
都

市
計
画
審
議
会 

傍
聴
者
募
集

a
７
年
２
月
６
日
㈭
午
後
１
時

半
か
ら

b
都
庁
会
議
室

f
１５
人（
事
前
抽
選
）

i
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関

わ
る
案
件
な
ど
が
あ
る
場
合
は
、

会
議
が
一
部
非
公
開
と
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す

j
付
議
予
定
案
件
は
都
都
市
整

備
局
n
ま
た
は
都
都
市
計
画
課

へk
７
年
１
月
１５
日
㈬
ま
で
に

（
消
印
有
効
）、往
復
は
が
き（
１

人
１
通
の
み
有
効
）に
住
所
・

氏
名
・
電
話
番
号
・
傍
聴
希
望

の
旨
を
記
入
の
上
、
〒
１６３

−

８

０
０
１
、
都
都
市
整
備
局
都
市

計
画
課
宛
て
郵
送
を

l
同
課
計
画
監
理
担
当
☎
０３
・

５
３
８
８
・
３
２
２
５

会 員 募 集
◆中国健康体操＝a月曜～土曜日（雨天
中止）午前 ９ 時～ ９ 時４０分bあじさい公
園（滝山 ３ 丁目）g入会金１,０００円、会費
年２,０００円jストレッチ・練功十八法・
中国のラジオ体操l滝島☎０９０・３２１６・
０８７３
◆春江会＝a月 ２ 回。第 １ ・第 ３ 火曜日
午後 １ 時～ ５ 時b西部地域センターg会
費月２,０００円j歌大好きな仲間が集まっ
て、月 ２ 回楽しんでいます。見学にきて
ねl中野☎０９０・３８０５・０８００
◆不動橋広場ラジオ体操会＝a毎日午前
６ 時１０分～ ７ 時b不動橋広場g会費年
１,２００円jラジオ体操などで健康維持と
会員相互のふれあいを（雨天中止）l鶴見
☎０４２・４２１・９１３０
◆遊友会グラウンドゴルフ＝a週 ２ 回。
水曜日午後 １ 時～ ３ 時、木曜日午前 ９ 時
～正午b不動橋グラウンド場g会費年
２,０００円j体験歓迎、健康で明るく楽し
いクラブです。一緒に楽しみませんかl
五十嵐☎０９０・７２３２・３７８６
◆東久留米歌友会＝a月 ２ 回。第 １ ・ ３

水曜日午後 １ 時～ ５ 時b西部地域センタ
ーg会費月２,０００円j大いに歌って笑っ
て、更に健康！人生これから！お待ちし
てますl篠崎☎０９０・１０４２・５７４４

催 し
◆写真展「東日本大震災ーフクシマその
後」（写真展開催実行委員会）＝a ７ 年 １
月 ８ 日㈬～ １ 月１１日㈯午前１０時～午後 ６
時（１１日は午後 ５ 時まで）b小金井宮地楽
器ホール（JR中央線武蔵小金井駅前徒歩
３ 分）g無料j東日本大震災から１０年以
上経過する町と復興を目指す人々の姿を
撮影l兼子☎０４２・４６７・０６１９
◆スクエアダンスクリスマス会（東久留
米スクエアダンスクラブ）＝a１２月２５日
㈬午後 ６ 時からb市民プラザホール（市
役所 １ 階）g無料jみんなで楽しくスク
エアダンスを踊りましょう。見学の方も
大歓迎ですl山口☎０４２・４７６・０７９２

市 民 伝 言 板
l環境政策課☎０４２・４７０・７７５３

　省エネとは、我慢や無理をするのではなく、賢く
効率的にエネルギーを使うことです。家計にも地球
にも優しいくらしを心がけましょう。生活や市民活
動などに支障のない範囲で省エネへのご協力をお願
いします。
　市nでは、家庭でのエネルギーの消費量・光熱費
の見える化のため、「環境家計簿」や「家庭の省エネチ
ャレンジシート（２０２４冬）」を公開しています。ぜひ
お子さんと一緒に取り組んでみませんか。

市n
（環境家計簿）

市n
（省エネチャレンジ

シート）

家庭の省エネハンド
ブック２０２４（東京都発行）

OFF20℃

その他のメニューは
「家庭の省エネハンドブック」

で紹介しています

⃝�暖房時の室温設定は２０℃を目安
にする
⃝電気ポットは長時間保温しない

家庭の節電メニュー例

やってみよう！省エネ・脱炭素！
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l�課税・非課税証明書について＝課税課市民税係☎０４２・
４７０・７７２５
　納税証明書について＝納税課管理係☎０４２・４７０・７７２９
　�その他の証明書・コンビニ交付について＝市民課住民記
録窓口係☎０４２・４７０・７７２２

マイナンバーカードがあれば
市役所に行かなくても各種証明書を
取得できます

コンビニ交付
安くて早い

市n
（コンビニ交付）

オンライン申請
いつでもどこでも

市n
（オンラインで
できる手続き）

市LINE公式アカウント市LINE公式アカウントをを
友だち追加友だち追加しておくとしておくと
より便利に！より便利に！

メニュー画面の
「証明書」をタップする
ことで簡単にアクセスで
きます。 市LINE公式

アカウント

対象の証明書
◦住民票の写し
◦課税・非課税証明書
◦納税証明書
◦印鑑登録証明書
　（コンビニ交付のみ）
◦戸籍全部・個人事項証明書
　（コンビニ交付のみ）

パソコンやスマートフォンからイン
ターネットを利用して申請すること
で、証明書が自宅に郵送で届きます。
※�証明書発行手数料に加え、郵送料
がかかります。

コンビニなどに設置してあるマルチ
コピー機（キオスク端末）で、証明書
を取得できます。

証 明 書
■■■■
■■■■■■■
■■■■■

■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

■■■■■■

■■■
■
■
■

■
■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

それぞれ次の項目から申請できます
届出・ 証明「住民票の写しの郵送での交付」

「市・都民税課税（非課税）証明書申請」
「納税証明書申請」

税・保険
・年金

まだ使える品物のリユース（再利用）にご協力をまだ使える品物のリユース（再利用）にご協力を
lごみ対策課☎０４２・４７３・２１１７

　市では、SDGsに繋がる取り組みとして、まだ使える品物を再利用（リユース）する取り組み
を行っています。ご家庭で使わなくなった次の品物がありましたら、ごみ対策課（八幡町 ２−
１０−１０）までお持ちください。

市n
（フードドライブ）

市n
（リユースチャレンジ）

フードドライブ（食品の回収）
　食品ロスの削減を目的として、ご家庭で使いき
れない食品を集め、福祉団体などの必要としてい
る方々へ寄付する取り組みです。

⃝未開封で破損していないもの（賞味期限等の
表示が見え、中身に影響がない程度の破損は可）
⃝賞味期限まで ２カ月以上あるもの（米・塩・
砂糖・ガムなどを除く）
⃝常温保存が可能なもの
（具体例）
缶詰、乾物、乾麺、粉類（小麦粉など）、インス
タント食品、レトルト食品、フリーズドライ食
品、お茶、コーヒー、その他飲料（アルコール
除く）、お菓子、調味料、お米

回収できるもの

生鮮食品・酒類など
回収できないもの

フードドライブで集まった食品

リユースチャレンジ（おもちゃ類・食器類の回収）
　ご家庭で使わなくなった、でもまだ使える「おもちゃ類」と「食器類」を回収する取り
組みです。回収した品物は海外でリユースされます。

リユースチャレンジで集まったおもちゃや食器

⃝稼働するのに電源コードが必要なも
の
⃝破損・汚損により使用できないもの
⃝回収ボックス（幅８５㎝×奥行４５㎝×
高さ７５㎝程度）に入らない大きさのも
の

（具体例）
紙・容器包装プラスチック製品、つま
ようじ・竹串・ストロー類、刃物類、
銃・刀剣玩具、CD・DVDなどのディ
スク、ペット用品、本・絵本、日本人
形・ひな人形

回収できないもの

回収できるもの
ぬいぐるみ・模型・ボードゲーム・カ
ードゲーム・ラジコン・スポーツ用品
・椀・皿・コップ・鍋・フライパン・
ティーポットなど
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